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【代表者の役職氏名】 代表取締役社長　久永　賢剛

【本店の所在の場所】 東京都中央区銀座八丁目９番13号

【電話番号】 03-3573-3721

【事務連絡者氏名】 総務部長　甲佐　邦彦

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区銀座八丁目９番13号

【電話番号】 03-3573-3721

【事務連絡者氏名】 総務部長　甲佐　邦彦

【届出の対象とした募集(売出)有価証券の種類】 新株予約権証券

【届出の対象とした募集(売出)金額】 株主割当 0円
 

(注)　会社法第277条に規定される新株予約権無償割当ての方法

により割り当てられるため、新株予約権の発行価額の総額

は０円となります。

 
新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込

むべき金額の合計額を合算した金額 46,412,998,032円
 

 
（注）募集金額は、会社法第277条の規定に基づく新株予約権無

償割当ての方法により発行することから無償で発行するも

のといたします。新株予約権の行使期間内に行使が行われ

ない場合には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権

の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額

は減少します。

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2025年12月15日に提出した有価証券届出書及び同年12月17日に提出した当該有価証券届出書の訂正届出書の記載の

うち、第10回新株予約権証券（以下、「本新株予約権」といいます。）の行使価額の確定日である2026年１月13日の

株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値が判明したことによって本新株予約権の行使価額が

確定したこと、並びに、未確定であった事項が確定したことに伴い、記載事項を訂正するため、有価証券届出書の訂

正届出書を提出するものであります。

 
２ 【訂正事項】

第一部　証券情報

第１　募集要項

１　新規発行新株予約権証券（第10回新株予約権証券）

(2) 新株予約権の内容等

２　新規発行による手取金の使途

(1) 新規発行による手取金の額

(2) 手取金の使途

募集又は売出しに関する特別記載事項

 
　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は　　を付して表示しております。
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第一部 【証券情報】

第１ 【募集要項】 

１ 【新規発行新株予約権証券（第10回新株予約権証券）】

(2)【新株予約権の内容等】

（訂正前）

（前略）

新株予約権の行使時

の払込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権の行使に際し

て出資される財産の本新株予約権１個当たりの価額は、対象株式数に、以下に定める

行使価額を乗じた金額とし、計算の結果生じた１円未満の端数は四捨五入するものと

する。

２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当

たりの出資される財産の価額（以下、「行使価額」という。）は、2026年１月13日の

東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額とし、１

円未満の端数は切り捨てるものとする。

（後略）

新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行価

額の総額

金25,395,791,376円

（注）2025年11月30日時点における当社の発行済株式総数（自己株式2,360株を控除

後）175,143,389株の2.5倍に相当する437,858,472株及び行使価額58円（2025年

12月11日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値116円に0.5を

乗じ、１円未満の端数は切り捨てた金額）を基準として算出した本有価証券届出

書提出時の見込額であり、これは、発行決議時点では、2026年１月15日の終値は

不明であるため、発行決議直前の取引日である2025年12月11日時点の東京証券取

引所における当社普通株式の普通取引の終値116円を基準としているものであり

ます。最終的には、行使価額が2026年１月13日の東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額（１円未満の端数は切り捨てた金

額）として確定いたします。新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合に

は、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金額

の合計額を合算した金額は減少します。
 

（後略）
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（訂正後）

（前略）

新株予約権の行使時

の払込金額

１．本新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

本新株予約権の行使に際して出資される財産は金銭とし、本新株予約権の行使に際し

て出資される財産の本新株予約権１個当たりの価額は、対象株式数に、以下に定める

行使価額を乗じた金額とし、計算の結果生じた１円未満の端数は四捨五入するものと

する。

２．本新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付する場合における株式１株当

たりの出資される財産の価額（以下、「行使価額」という。）は、106円とする。

（後略）

新株予約権の行使に

より株式を発行する

場合の株式の発行価

額の総額

金25,395,791,376円

（注）2025年11月30日時点における当社の発行済株式総数（自己株式2,360株を控除

後）175,143,389株の2.5倍に相当する437,858,472株及び行使価額106円（2026年

１月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値213円に0.5を

乗じ、１円未満の端数は切り捨てた金額）を基準として算出した本有価証券届出

書提出時の見込額であります。新株予約権の行使期間内に行使が行われない場合

には、新株予約権の発行価額の総額に新株予約権の行使に際して払い込むべき金

額の合計額を合算した金額は減少します。
 

（後略）

 
２ 【新規発行による手取金の使途】

(1)【新規発行による手取金の額】

(訂正前)

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

25,395,791,376 1,391,036,120 24,004,755,256
 

（注）１．上記払込金額の総額は、2025年11月30日時点における当社の発行済株式総数175,143,389株（自己株式

2,360株を控除後）及び行使価額58円（2025年12月11日の東京証券取引所における当社普通株式の普通

取引の終値116円に0.5を乗じ、１円未満の端数は切り捨てた金額）と仮定し、かつ、割り当てた本新

株予約権が全て行使されたと仮定して算定した金額であり、最終的には、行使価額が2026年１月13日

の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額（１円未満の端数は切り

捨てた金額）として確定いたします。

（中略）
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３．発行諸費用の概算額は、登記関連費用115,256千円、弁護士費用1,500千円、有価証券届出書作成支援費用

3,500千円、ファイナンシャル・アドバイザリー(以下、「ＦＡ」といいます。)費用1,269,789千円、その

他諸費用990千円の合計であります。なお、発行費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

（後略）

 
(訂正後)

払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）

46,412,998,032円 2,489,788,746円 43,923,209,286円
 

（注）１．上記払込金額の総額は、2025年11月30日時点における当社の発行済株式総数175,143,389株（自己株式

2,360株を控除後）及び行使価額106円円（2026年１月13日の東京証券取引所における当社普通株式の

普通取引の終値に0.5を乗じ、１円未満の端数は切り捨てた金額）を乗じた金額であり、かつ、割り当

てた本新株予約権が全て行使されたと仮定して算定した金額です。

（中略）

３．発行諸費用の概算額は、登記関連費用115,256千円、弁護士費用1,500千円、有価証券届出書作成支援費用

3,500千円、ファイナンシャル・アドバイザリー(以下、「ＦＡ」といいます。)費用2,320,649千円、その

他諸費用990千円の合計であります。なお、発行費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。

（後略）

(2)【手取金の使途】

(訂正前)

（中略）

＜本株主割当における資金使途 ＞

具体的な使途 金　額 支出予定時期

ビットコイン（BTC）購入 22,004百万円 2026年３月～2027年２月

デジタルアセット領域における戦略的投資に係る資金 2,000百万円 2026年３月～2027年12月
 

（注）１．上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金保管する予定です。

（中略）

また、現時点で想定しております行使率は行使金額ベースでおおよそ50％であり、これに基づく払込金額は約

126億円となります。この行使率は同様のスキームにおける他社の行使実績（以下、「他社行使実績」という。）

が56.99％であり、当社の直近の株主総会における議決権行使割合（50.15～52.21％ 第103回から第105回定時株

主総会）と時価に対して割安（50％ディスカウント）に設定された本新株予約権の行使価額を鑑みれば他社行使

実績（56.99％）と同水準である約50％は十分に達成可能な水準であると判断し見積もっております。今後行使期

間にかけて株主の皆さまに行使いただけるよう、積極的なIRの実施等、行使促進策を実施してまいります。

（後略）
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(訂正後)

（中略）

＜本株主割当における資金使途 ＞

具体的な使途 金　額 支出予定時期

ビットコイン（BTC）購入 41,923百万円 2026年３月～2027年２月

デジタルアセット領域における戦略的投資に係る資金 2,000百万円 2026年３月～2027年12月
 

（注）１．上記の資金使途に充当するまでの間、当該資金は銀行預金保管する予定です。

（中略）

また、現時点で想定しております行使率は行使金額ベースでおおよそ50％であり、これに基づく払込金額は約

232億円となります。この行使率は同様のスキームにおける他社の行使実績（以下、「他社行使実績」という。）

が56.99％であり、当社の直近の株主総会における議決権行使割合（50.15～52.21％ 第103回から第105回定時株

主総会）と時価に対して割安（50％ディスカウント）に設定された本新株予約権の行使価額を鑑みれば他社行使

実績（56.99％）と同水準である約50％は十分に達成可能な水準であると判断し見積もっております。今後行使期

間にかけて株主の皆さまに行使いただけるよう、積極的なIRの実施等、行使促進策を実施してまいります。

（後略）

 
【募集又は売出しに関する特別記載事項】

（訂正前）

③今後の当社の成長戦略と本新株予約権の割当の目的

（中略）

また、当社が推進する Digital Asset Treasury（DAT）戦略および中期的な事業展開の全体像につきましては、現

在、事業計画（中期経営計画）の取りまとめを進めており、2026年１月中旬に公表いたします。本新株予約権によ

る資金調達を含む当社の成長戦略・財務戦略につきましては、当該事業計画において包括的にお示しいたします。

（中略）

２．本資金調達方法を選択した理由

当社は、今回の資金調達に際して、既存株主の皆さまの利益保護を実現させるべく、公募増資等の様々な

資金調達の方法を検討いたしました。その結果、以下の点を総合勘案し、今回の資金調達方法として、長ら

くご支援をいただいております既存株主の皆さまに対し、2026年１月13日の東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額（１円未満の端数は切り捨て）で、今後の当社の成長を見据え

た投資機会を平等に提供させていただく、株主割当による新株予約権の無償発行（非上場型）の方法を選択

することといたしました。

（中略）
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＜メリット＞

（中略）

（ⅱ）時価として割安な新株予約権の行使

本新株予約権の行使価額について、2026年１月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取

引の終値に0.5を乗じた金額(1円未満の端数切捨て)とすることにより、より権利行使が行いやすいよう

に、また早期に投資メリットを享受することを可能にいたしました。

（後略）

３．発行条件の合理性

（１）権利行使価額及びその算定根拠等

本新株予約権の発行は、会社法第277条に規定する新株予約権無償割当ての方法により行われるもの

であり、その発行に際しては、株主の皆さまによる払込みその他の手続は不要でございます。現在、当

社で策定した改善策の取り組みを進め、本ファイナンスで運転資金を獲得し成長戦略の実行で収益力を

向上させることが、株主価値向上・維持のために必要であり、株主・投資家の皆さまからの支援が不可

欠な状況です。そのため、長らくご支援をいただいております株主の皆さまに対し、2026年１月13日の

東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額（１円未満の端数は切り捨

て）で、今後の当社の成長を見据えた投資機会を平等に提供することを目的として行うものであること

に鑑み、以下のとおり、設計しております。

（ⅰ）本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき当社普通株式１株当たりの価額は、2026年１月13日

の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じた金額（１円未満の端数は

切り捨て）としております。なお、50％のディスカウントにつきましては、最近の当社株価動向及

び今回の所要資金額の双方を踏まえ、そのうえで長らくご支援をいただいております既存株主の皆

さまに対し、2026年１月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗

じた金額（１円未満の端数は切り捨て）で投資機会を平等に提供させていただくことの趣旨の下、

ディスカウント率についていくつかのパターンを検討した結果として50％が所要資金額を充足し、

また株主の皆さまの行使促進にも相応に寄与するものと判断し、最適であると決定いたしました。

（後略）

 
（訂正後）

③今後の当社の成長戦略と本新株予約権の割当の目的

（中略）

また、当社が推進する Digital Asset Treasury（DAT）戦略および中期的な事業展開の全体像につきましては、現

在、事業計画（中期経営計画）の取りまとめを進めており、2026年１月20日に公表いたします。本新株予約権によ

る資金調達を含む当社の成長戦略・財務戦略につきましては、当該事業計画において包括的にお示しいたします。

（中略）

２．本資金調達方法を選択した理由
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当社は、今回の資金調達に際して、既存株主の皆さまの利益保護を実現させるべく、公募増資等の様々な

資金調達の方法を検討いたしました。その結果、以下の点を総合勘案し、今回の資金調達方法として、長ら

くご支援をいただいております既存株主の皆さまに対し、行使価額106円（2026年１月13日の東京証券取引

所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じ、１円未満の端数は切り捨てた金額）で、今後の当

社の成長を見据えた投資機会を平等に提供させていただく、株主割当による新株予約権の無償発行（非上場

型）の方法を選択することといたしました。

（中略）

＜メリット＞

（中略）

（ⅱ）時価として割安な新株予約権の行使

本新株予約権の行使価額について、行使価額106円（2026年１月13日の東京証券取引所における当社

普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じ、１円未満の端数は切り捨てた金額）とすることにより、より

権利行使が行いやすいように、また早期に投資メリットを享受することを可能にいたしました。

（後略）

３．発行条件の合理性

（１）権利行使価額及びその算定根拠等

本新株予約権の発行は、会社法第277条に規定する新株予約権無償割当ての方法により行われるもの

であり、その発行に際しては、株主の皆さまによる払込みその他の手続は不要でございます。現在、当

社で策定した改善策の取り組みを進め、本ファイナンスで運転資金を獲得し成長戦略の実行で収益力を

向上させることが、株主価値向上・維持のために必要であり、株主・投資家の皆さまからの支援が不可

欠な状況です。そのため、長らくご支援をいただいております株主の皆さまに対し、行使価額106円

（2026年１月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じ、１円未満の

端数は切り捨てた金額）で、今後の当社の成長を見据えた投資機会を平等に提供することを目的として

行うものであることに鑑み、以下のとおり、設計しております。

（ⅰ）本新株予約権の行使に際して払込みをなすべき当社普通株式１株当たりの価額は、行使価額106円

（2026年１月13日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値に0.5を乗じ、１円未

満の端数は切り捨てた金額）としております。なお、50％のディスカウントにつきましては、最近

の当社株価動向及び今回の所要資金額の双方を踏まえ、そのうえで長らくご支援をいただいており

ます既存株主の皆さまに対し、行使価額106円（2026年１月13日の東京証券取引所における当社普

通株式の普通取引の終値に0.5を乗じ、１円未満の端数は切り捨てた金額）で投資機会を平等に提

供させていただくことの趣旨の下、ディスカウント率についていくつかのパターンを検討した結果

として50％が所要資金額を充足し、また株主の皆さまの行使促進にも相応に寄与するものと判断

し、最適であると決定いたしました。

（後略）

以上
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